
〇漁業法 
第百九十五条 漁業権又は組合員行使権を侵害した者は、百万円以下の罰金に処する。 

漁業権の侵害となる水産動植物 
★海藻類 
  わかめ、ひろめ、め、ひじき、もずく、てんぐさ、のり、ふのり 
 
 
 
 
 
 
★貝 類 
  あわび、とこぶし、ばいがい、まがきがい、さざえ、かき、 

いそもの、にまいがい 
 
 
 
 
 
★定着性水産動物 
  たこ、えむし、いせえび、うに、なまこ 
 
 
 
 
 
 

ダメ!! 


